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会 社 名 株 式 会 社 ワ ッ ト マ ン 
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当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針ならび

に当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ 
 

当社は、平成 30 年５月２３日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務および事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号において定義さ

れるものをいいます。）ならびにかかる基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務お

よび事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第

３号ロ（２）において定義されるものをいいます。）として、平成 30 年６月 28 日開催予定の

当社第 42 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、株主の皆様より承

認、可決されることを条件に、下記内容の当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛

策）（以下「本プラン」といいます。）を導入すること（詳細については下記Ⅲ２．（２）をご

参照ください。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

本定時株主総会において、本プランの導入についてご承認いただいた場合の本プランの有効

期間は、本定時株主総会の終結の時から、その後３年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する当社定時株主総会の終結の時までとします。 

なお、本プランの具体的な内容を決定いたしました取締役会に出席した当社監査役全員が、

いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の

意見を述べております。 

 

記 

 

 

Ⅰ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉

を理解し、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続

的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えておりま

す。公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が

認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配す

る者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社

の株券等に対する大量買付行為（下記Ⅲ２．（３）①で定義されます。以下同じとしま

す。）があった場合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様のご判

断に委ねられるべきものであると考えます。 

 しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を

得ずに、一方的に大量買付行為を強行する動きが見受けられます。こうした大量買付行

為の中には、その目的等から見て企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に
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対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある

もの、対象会社の取締役会や株主が当該行為に係る提案内容や対象会社の取締役会から

の代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、さらに対象会社の取

締役会が大量買付者（下記Ⅲ２．（３）①で定義されます。以下同じとします。）の提

示した条件よりも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とする

もの等、対象会社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないもの

も想定されます。 

 当社といたしましては、このような当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益の向上に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決

定を支配する者としては不適切であると考えており、このような者が現れた場合には、

必要かつ相当な対抗手段を講じることが必要であると考えます。 

 

 

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

１．当社の企業価値の源泉 

 

当社は、昭和 53 年に家電量販店としてスタートしましたが、中期的な企業価値向上

の観点から、時代の流れや顧客の要望に対応し、その都度、変革を実現してきまし

た。第１次変革期としては、昭和 55 年 12 月、それまで駅前立地が主であった家電量

販店を郊外型に変革したことです。横須賀市野比に野比店を開店し、神奈川県下にお

ける家電チェーン店化を開始いたしました。その後、約５年をかけて既存の５店舗

（駅前立地）を順次閉店し、郊外型のチェーン店化を実現いたしました。 

第２次変革期としては、平成 16 年５月に家電事業からリユース事業へ業態を転換し

たことです。６ヶ月間で家電量販店 30 数店舗を閉店し、10 数店舗をリユース店舗と

して出店いたしました。第３次変革期としては、平成 25 年５月に株式会社ハードオフ

コーポレーションとのフランチャイズ契約を解消し、独自ブランド「Super Recycle 

Shop WATTMANN」を立ち上げたことです。 

特に大きな変革であったのは、平成 16 年の第２次変革期です。当時店舗数約 50 店

舗の家電量販店でしたが、ジャスダック市場への上場を維持したまま家電量販店業界

から完全撤退し、新業態であるリユース業に業種転換いたしました。 

当社は、時代の流れに応じてその業態を都度変革させながら、中期的な観点に立っ

た継続的な経営を行ってまいりました。このような歴史の中で培われた当社の企業価

値の源泉は、以下のとおりであると考えます。 

 

① 過去の成功体験に固執することなく、常に市場動向や顧客のニーズを見極め、

業態を柔軟に変革し、中期的な企業価値を確保・向上させてきた経営力 

② 業態の変革に合わせ、迅速にあるべき人材を育成し、最適配置する人材マネジ

メント力 

③ 駅前店・郊外店・大中小規模店等、様々な形態での出店により構築された店舗

開発ノウハウ 

④ 家電量販店時代から神奈川県を中心とするドミナント戦略（特定の地域に集中

して店舗展開を行うこと）を展開してきたことにより得られた顧客認知度およ

び出店候補地の選定に関する知見 

⑤ 低価格・高回転率のビジネスモデルを実現するオペレーション力 

 

２．企業価値向上への取組み（中期的な経営戦略） 

 

当社の企業価値の源泉を最大限に発現させ、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益の向上を図るためには、中期的な視点で経営戦略を展開し、市場動向を見極めたタ

イムリーな施策により継続的な成長を実現していく必要があると考えます。 
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当社は、中期的な企業価値の向上および株主共同の利益の確保を図るために、平成

29 年４月より新たな経営戦略に取り組んでおります。 

具体的には、中期的に利益を増大するための「攻めの強化」と、中期的かつ継続的

に利益を確保するための「守りの強化」の両面より、企業価値の向上を図っておりま

す。 

「攻めの強化」においては、主に①商品と売場の強化、②買取強化、③ネット事業

の拡大の３点に取り組んでおります。 

 

《攻めの強化》 

① 商品と売場の強化 

 取扱商材の深化・拡大 

 売場レイアウトの変更による陳列数量最大化・商品の視認性向上 

② 買取強化 

 多様な業態による新規出店 

 買取接客の高度化による店頭買取の強化 

 お客様の利便性に配慮した出張買取の強化 

 全国の個人のお客様を対象とした宅配買取の強化 

 業務提携を通じた法人買取の強化 

③ ネット事業の拡大 

 既存店におけるネット販売強化 

 「カウマン」ブランドによるネット売買に適した高額商材（高額オーディオや高

額ロードバイク等）の取扱い 

 買取・販売促進に向けたデジタルマーケティング強化 

 

「守りの強化」においては、④店舗の生産性向上、⑤人材マネジメントの強化の２

点に取り組んでおります。 

 

《守りの強化》 

④ 店舗の生産性向上 

 ポジションと役割の明確化による生産性向上 

 SGA（販売および一般管理費）の徹底的な適正化 

⑤ 人材マネジメントの強化 

 「従業員の成長」を軸に、あるべき人材像の定義から評価・育成・採用・配置ま

でを一気通貫で整備 

 継続的な成長に繋げるチャレンジポジションの設置 

 育成する仕組みとしての評価制度の確立（評価会議による徹底的なフィードバッ

クポイントの話し合い、教育内容と完全連動した評価項目等） 

 業務知識の付与だけではなく、従業員のマーケットバリューを高める教育 

 

これらの施策を強力に推進することにより、更なる飛躍を図り、企業価値の向上へ

繋げてまいります。 

 

また、当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として位置付けてお

り、業績に応じた株主還元を基本としております。また、内部留保についても、将来

にわたって企業価値を向上させるための投資の源泉と、財務体質の健全性の維持・強

化のための充実を図り、有効に活用してまいります。 
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３．コーポレート・ガバナンス体制の構築 

 

以上の取組みに加え、当社は、企業価値の向上ひいては株主共同の利益を確保する

ため、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の透明性・健全性を確保・維持

していくことを重要課題としてとらえております。そのために、経営の意思決定の迅

速化、監査機能の強化、適時な情報開示が必要不可欠と考えております。 

取締役および従業員が取るべき行動の規範を示した「企業行動規範」を制定し、取

締役および従業員が法令・定款等を遵守することを徹底しております。 

 

（１） コーポレート・ガバナンスの体制 

 

① コーポレート・ガバナンスの体制の概要とその体制を採用する理由 

当社におけるコーポレート・ガバナンスは、経営の意思決定の迅速化、監査機

能の強化、適時な情報開示を実現するため、下記のとおりの体制を採用しており

ます。 

取締役は、外部環境の変化への迅速な対応と事業年度における経営責任を明確

にするため、任期を１年間としております。取締役会は、定例取締役会および必

要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事

項を決定しております。取締役は、業務執行状況を取締役会に報告するととも

に、他の取締役の業務執行を相互に逐次監視しております。 

取締役、執行役員および経営幹部で構成される経営会議は、毎週開催され、業

務執行に関する重要な決定と進捗状況の確認、適切な対応策を審議・決定してお

ります。 

当社は、監査役制度を採用しており、常勤監査役１名および監査役２名の合計

３名で監査役会を構成しております。また、監査役制度の機能充実を図るため、

監査役３名のうち２名は社外監査役としており、監査役会を例年年間約８回開催

し、広範な視点から取締役の経営監視を行っております。 

会計監査人には、新日本有限責任監査法人を選任し、正しい経営情報を提供す

るなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。顧問弁

護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。 

当社は、取締役および監査役が職務の執行に当たり期待される役割を十分発揮

できるよう、会社法第 426 条第１項に基づき、会社法第 423 条第１項の取締役

（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の責

任について、取締役会の決議をもって法令で定める限度額の範囲内でその責任を

免除できる旨を定款に定めております。また、会社法第 427 条第１項に基づき、

社外取締役および社外監査役との間において、会社法第 423 条第１項の責任につ

いて職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限

度とする契約を締結しております。 

 

② 内部統制システムの整備の状況 

当社は、下図のとおり、組織の簡素化を図り、ライン部門とスタッフ部門を明

確にして内部牽制組織の確立を図っております。相互の連携および牽制により、

コンプライアンスに関する情報をはじめリスク情報の共有とコーポレート・ガバ

ナンスの推進ならびに意思統一を図っております。 

また、社内規程、決裁基準、業務マニュアル等を整備し、全役職員が明確な権

限と責任により業務を遂行しております。社内規程の整備につきましては、関係

法令の改正・内部統制機能の整備等に対応し、必要な規程の整備を実施しており

ます。 
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③ リスク管理体制の整備の状況 

当社は、企業価値に影響を与える広範なリスクのうち、経営戦略に関する意思

決定などの経営判断に関するリスクについては、必要に応じて外部の専門家の助

言を受け、関係部門において分析・検討を行っております。 

また、営業問題など事業遂行に関するリスクについては、担当取締役のもとで

日常的なリスク管理を実施しております。 

 

（２） 内部監査および監査役監査の状況 

 

内部監査室は、２名の体制で監査役と連携して内部監査業務を実施いたしており

ます。 

監査役は、取締役会ならびに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職

務執行について厳正な経営監視を行い、取締役の職務遂行に関して厳正なる監査を

行っております。 

 

また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとと

もに、必要に応じて会計監査人に報告を求めております。 

 

（３） 社外取締役および社外監査役 

 

当社は、社外取締役を選任しておりませんが、上記（１）コーポレート・ガバナ

ンスの体制に記載のとおり、外部環境の変化への迅速な対応と事業年度における経

営責任を明確にするため、取締役の任期を１年としております。 

また、監査役３名中２名は社外監査役であります。 
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なお、社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割と

選任状況に関する考え方ならびに内部監査、会計監査との相互連携は、上記（１）

コーポレート・ガバナンスの体制に記載のとおりであります。 

社外監査役は、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地か

ら客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主

と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。 

 

 

Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み 

 

１．企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現 

 

（１）企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大

量買付行為の存在 

 

以上のとおり、当社においては、企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共

同の利益の実現に全力で取り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆

様に十分な検討時間を与えず、また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意等

のプロセスを経ることなく、突如として株券等の大量買付行為を強行するといった動

きも見受けられないわけではありません。 

もとより株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象となる会社の経営陣の賛同を

得ないものであっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上

および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定

されるべきものではないと考えます。 

しかし、このような大量買付行為の中には企業価値の向上および会社の利益ひいて

は株主共同の利益の実現を考えることなく、専ら当該会社の株価を上昇させて対象会

社の株券等を高値で会社関係者等に買い取らせる目的で行うものなど、企業価値およ

び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白な、いわゆる「濫用

的買収」が存在する可能性があることは否定できません。 

また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客様との信頼関係を維持・発展さ

せていくことをはじめ、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を継続すること

が、当社の中長期的な企業価値を向上させ、株主の皆様の利益につながるものである

ことを確信しております。当社株券等の大量買付者がこれらのことを十分理解し、中

長期的にこれらを確保、向上させる者でなければ、当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益は著しく害されることになります。 

 

（２）本プラン導入の必要性 

 

当社の株券等は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自

由に取引いただいております。したがって、当社株券等の大量買付行為に関する提案

に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものでありま

す。 

当社としては、上記（１）のような状況下でかかる大量買付行為が行われた場合、

当該大量買付行為が当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益

の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等

の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付

者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分

な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の

企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量

買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付
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行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代

替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分

に確保されるべきであります。 

当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを導入することを決定い

たしました。本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大

量買付者が本プランを遵守しない場合、ならびに大量買付行為が当社の企業価値およ

び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の

対抗措置を定めております。 

当社の株主の状況について、平成 30 年３月 31 日現在において当社の把握する限

り、当社役員およびその関係者による当社株式の保有比率が約 35％となっており、当

社にとって比較的安定的な構成になっております。しかしながら、当社の株券等は、

別紙１「当社株式の状況（平成 30 年３月 31 日現在）」記載のとおり、そのほとんど

は個人株主の皆様により保有されているため、当然のことながら流動性があります。

また、現時点において比較的安定的な株主構成とはいえ、当社役員およびその関係者

が各々の事情によりその保有する当社の株券等の譲渡または処分を行うなど、今後、

当社の株券等の流動性がさらに増す可能性は否定できません。このように、当社役員

およびその関係者の保有比率が大きく低下し、当社の株券等の流動性が高まることに

より、より多くの株主・投資家の皆様に当社の株券等を保有していただく機会が増加

することになりますが、その反面、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益に反する大量買付行為が行われるおそれが高まることも否定できないと考え

ております。 

なお、現時点において、当社に対し大量買付行為が行われている事実はありませ

ん。 

 

２．本プランの内容 

 

（１）本プランの概要 

 

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うに当たり、所定の手続に従うことを

要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手

続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひい

ては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買

付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当

てるものです。また、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対

抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いら

れることもあります。 

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいま

す。）には、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当

社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に

当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。 

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、

当該大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、

大幅に希釈化される可能性があります。 

 

（２）本プランの導入手続－本定時株主総会における承認 

 

本プランの導入については、株主の皆様の意思を適切に反映するため、本定時株主

総会において、出席株主（議決権行使書により議決権行使を行う株主を含みます。）

の皆様の議決権の過半数のご賛同を得られることを条件とします。 
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（３）本プランの発動に係る手続 

 

①対象となる大量買付行為 

 本プランの対象となる行為は、当社の株券等の一定数以上の買付けその他の有償の

譲受けまたはこれらに類似する行為の結果、 

 

ⅰ. 当社の株券等 1の保有者 2が保有 3する当社の株券等に係る株券等保有割合 4の合計 

ⅱ. 当社の株券等 5の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為を行

う者が所有 6しまたは所有することとなる当社の株券等およびその者の特別関

係者７が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合８の合計 

 

のいずれかが、20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といいます。）による当

社の株券等の買付けその他の有償の譲受けもしくはこれらに類似する行為またはその

提案とします（ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除きます。このよ

うな買付け等を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとす

る者を以下「大量買付者」といいます。）。 

 
1.  金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいいます。以下別段の定めがない限り

同じとします。 

2.  金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみ

なされる者を含むものとします。以下同じとします。 

3.  金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に規定する保有をいいます。以下同じとします。 

4.  金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じとしま

す。 

5.  金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する株券等をいいます。以下ⅱにおいて同じとしま

す。 

6.  金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する所有をいいます。以下同じとします。 

7.  金融商品取引法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に

掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３

条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。 

8.  金融商品取引法第 27 条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。 

 

②本プランの開示および大量買付者に対する情報提供の要求 

 当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所の定める諸規則に基づき適時開

示を行うとともに、当社のホームページ（http://www.wattmann.co.jp/）に本プラ

ンを掲載します。 

 大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実

行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号

に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）および本プランに定める手続を遵

守する旨の意向表明を、日本語で記載した買付提案書を提出していただきます。 

なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証

明する書類を添付していただきます。 

 当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下記④に定める

独立委員会に提供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、

当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取

締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合

には、当社取締役会が別途要求する追加の情報を、大量買付者から日本語で提供して

いただきます（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する

大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是

非を適切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を超える追

加情報提供の要求を行わないこととします。）。 

かかる追加情報提供の要求は、適宜回答期限（原則として30日を上限とします。）

を定めたうえで、上記買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後10営業日以内
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に行うこととします。 

 

ⅰ. 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの

場合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構

成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業についての経験等に

関する情報等を含みます。） 

ⅱ. 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買

付提案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況 

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投

資、大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要

提案行為等（金融商品取引法第27条の26第１項、同法施行令第14条の８の２第

１項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定す

る重要提案行為等を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、

その旨および概要を含みます。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記

載していただきます。）、方法および内容（大量買付行為による取得を予定す

る当社の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の額および種類、大量買

付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに

大量買付行為の実行の可能性等を含みます。） 

ⅳ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方

法、算定に用いた数値情報ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じ

ることが予想されるシナジーの額およびその算定根拠等を含みます。）の概要 

ⅴ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）

の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

ⅵ. 大量買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無ならびに意思連

絡がある場合はその内容および当該第三者の概要 

ⅶ．大量買付行為後の当社ならびに当社の子会社および関連会社（以下、当社と併

せて「当社グループ」といいます。）の経営方針、経営者候補（当社および当

社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みま

す。）、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策（ただ

し、大量買付者による買収提案が、少数株主が残存しない100％の現金買収の

場合、本号の情報の提供については概略のみで足りることとします。） 

ⅷ. 大量買付行為後の当社グループの従業員、労働組合、取引先、顧客および地域

社会その他の当社グループに係る利害関係者の処遇方針（改変の計画の有無お

よび改変の計画が存する場合はその内容） 

ⅸ. 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

ⅹ．大量買付行為のために投下した資本の回収方針 

ⅺ. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的で

あるかを問いません。）および関連性が存在する場合にはその内容 

ⅻ. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

 なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合

はその事実について、また、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の

事実について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。大量買付者から当社取締

役会に提供された情報の内容等については、株主の皆様のご判断に必要であると当社

取締役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様に情報開示を行い

ます。 

 

③当社取締役会の検討手続 

 当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載される本必要情報に

つき、株主の皆様に買収の是非を適切にご判断いただき、当社取締役会の評価・検討

等を行うために必要な水準を満たすものであると判断した場合（大量買付者による情
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報提供が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が提出

された結果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領

したと判断した場合を含みます。）、その旨ならびに下記の取締役会評価期間の始期

および終期について、速やかに大量買付者および独立委員会に通知し、適時かつ適切

に株主の皆様に情報開示を行います。当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知

の発送日の翌日から60日以内（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社

のすべての株券等の買付けの場合）または90日以内（その他の大量買付行為の場合）

（かかる60日以内または90日以内の期間を、以下「取締役会評価期間」といいま

す。）に、必要に応じて当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、

フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含みます。）

の助言を得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記④に定める独

立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為に関する当社取締役会と

しての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株

主の皆様に情報開示を行います。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付

行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様

に代替案を提示することもあります。 

 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の勧告を行

うに至らないこと等、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不

発動に関する決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会

は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間（当

初の取締役会評価期間の満了日の翌日から起算します。）延長することができるもの

とします。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された

具体的期間およびその具体的期間が必要とされる理由について、適時かつ適切に株主

の皆様に情報開示を行います。 

 大量買付者は、この取締役会評価期間の経過または下記⑥ⅲに定めるとおり当社取締役

会が株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主総会における株主の皆様のご判断

に従って行う当社取締役会の決議後においてのみ、大量買付行為を開始することができ

るものとします。ただし、下記⑦に定める不発動決定通知を受領した場合、大量買付

者は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。 

 

④独立委員会の設置 

 本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、ならびに、本プ

ランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および会社の利益ひいては株

主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗

措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判

断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織

として、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は、３名とし、社外取締

役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通し

ている者および他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取

締役会が選任するものとします。 

なお、本プラン導入時の独立委員会の委員は、社外監査役２名および社外有識者１

名により構成される予定であり、現時点で選任が予定されている委員の氏名および略

歴は、別紙２「独立委員会委員の氏名および略歴」のとおりであります。独立委員会

規則の概要は、別紙３「独立委員会規則の概要」のとおりであります。また、独立委

員会の判断の概要については、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行います。 

 

⑤対抗措置の発動の手続 

 当社取締役会が対抗措置の発動を判断するに当たっては、その判断の合理性および

公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。 

 まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の

発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて、当社
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の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含みます。）の助言を得た

うえで、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社

取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最

大限尊重するものとします。 

 また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当社

監査役全員の賛成を得たうえで、当社取締役全員の一致により発動の決議をすること

とします。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締

役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。 

 なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供す

る本必要情報に基づき、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者（投資銀

行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家

を含みます。）の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的

内容ならびに当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同

の利益に与える影響等を評価・検討等したうえで、対抗措置の発動の是非を判断する

ものとします。 

さらに、下記⑥ⅲに定めるとおり、下記⑥ⅱの場合で、当社取締役会が大量買付行

為に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を直

接確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を

発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催すること

もできるものとします。 

 

⑥対抗措置の発動の条件 

 

ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行おう

とする場合 

 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行

為を行いまたは行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如

何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株

主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を最

大限尊重したうえで、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利

益を確保または向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることとしま

す。 

 

ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうと

する場合 

 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行お

うとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対

意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原

則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の当

社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、株主の皆様におい

て、当該大量買付行為に関する本必要情報およびそれに対する当社取締役会の

意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくこととなります。 

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いま

たは行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行

為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付

者の買付提案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値および会社の利益ひい

ては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会評

価期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会による勧
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告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共

同の利益を確保しまたは向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じる

ことがあります。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断

される場合には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企

業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当す

ると考えます。 

 

(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合 

(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得するなど、会社の犠牲のもとに大量

買付者の利益実現を狙う買収である場合 

(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業

価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもた

らすような買収である場合 

(ⅳ) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一

時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることによ

り、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすような買収である場合 

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分また

は不適切な買収である場合 

(ⅵ) 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目

の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付けを行うな

ど、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合 

(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来

の企業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合

の当社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合 

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であ

る場合 

(ⅸ) 大量買付者による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社グルー

プの従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社グルー

プに係る利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益を著しく害するおそれがあることが客観的かつ合

理的に推認される場合 

(ⅹ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合 

a．当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害

するおそれがあることが客観的かつ合理的に推認される場合 

b．当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および会

社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害されることを回避するこ

とができないかまたはそのおそれがあることが客観的かつ合理的に推

認される場合 

 

ⅲ. 株主総会の開催 

 

上記ⅱのとおり、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為

を行いまたは行おうとする場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最

大限尊重した上で、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を決議すること

を原則としますが、大量買付者による大量買付行為の内容、株主総会の開催に

要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令および当社取締役の善管注意義務等

に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認する

ことが実務上適切と判断するときは、当社取締役会は、株主総会を招集し、出

席株主（議決権行使書により議決権行使を行う株主を含みます。）の皆様の議

決権の過半数の賛成をもって、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確
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認することができるものとします。当社取締役会は、株主総会の開催を決定し

た場合、速やかに当該決定を行った事実およびその理由を株主の皆様に対して

情報開示するとともに、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集するものと

します。 

また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動に関し

て、当該株主総会における株主の皆様のご判断に従うものとします。 

なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、

当該株主総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の決議が

されるまでの間、大量買付行為を開始してはならないものとします。 

 

⑦当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定 

 当社取締役会は、上記⑥ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限

尊重したうえで、また、上記⑥ⅱの場合で、かつ、独立委員会に対する諮問に加え、

株主の皆様の意思を確認するために株主総会が開催された場合には、当該株主総会に

おける株主の皆様のご判断に従って、対抗措置の発動または不発動に関する決定を行

います。 

 当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決定を行った場合、速やかに当該

決定の概要、上記株主総会の決議の概要その他当社取締役会が適切と認める事項につ

いて、大量買付者に通知（不発動の決定に係る通知を、以下「不発動決定通知」とい

います。）し、株主の皆様に情報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期間

経過後または上記⑥ⅲに定めるとおり当社取締役会が株主総会を開催することを決定

した場合には、当該株主総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会

の決議後においてのみ、大量買付行為を開始することができるものとします。ただ

し、当社取締役会から不発動決定通知を受領した場合には、大量買付者は、同通知を

受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。 

 

⑧当社取締役会による再検討 

 当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定した後であって

も、大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した

場合等、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委

員会に諮問したうえで再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、

対抗措置の発動または中止に関する決定を行うことができます。また、この場合に

も、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量

買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するため

の株主総会を開催することができるものとします。 

 当社取締役会は、対抗措置の発動または中止に関する決定を行った場合、速やかに

当該決定の概要、上記株主総会の決議の概要その他当社取締役会が適切と認める事項

について、大量買付者に通知し、株主の皆様に情報開示を行います。 

 

（４）対抗措置の概要 

 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙４「新株予

約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株予約権は、本新

株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当

期日」といいます。）における、最終の株主名簿に記載または記録された株主（ただ

し、当社を除きます。）に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社

取締役会が定める数の割合で割り当てられます。 

本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使

価額）は１円であり、本新株予約権１個の行使により、本新株予約権に係る新株予約

権者（以下「本新株予約権者」といいます。）に対して、１株以下で当社取締役会が

定める数（調整がされる場合には調整後の株数）の当社普通株式が交付されます。な
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お、当社は、本新株予約権の行使がなされた場合に、当該本新株予約権者に交付する

株式の数に１株に満たない端数があるときは、適用法令に従い端数の処理を行いま

す。 

ただし、特定株式保有者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができ

ないものとします。また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予

約権に付された取得条項に基づき、一定の条件のもとで特定株式保有者およびその関

係者以外の本新株予約権者から、当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得するこ

とができます。なお、当社は一定の条件のもとで本新株予約権全部を無償で取得する

ことも可能です。 

さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要で

す。 

上記（１）に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法およびその

他の法令上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には

当該その他の対抗措置が用いられることがあります。 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切

と認める事項について、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行います。 

 

（５）本プランの有効期間、廃止および変更 

 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から、その後３年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までとします。た

だし、本プランは、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合、または②当社の株主総会で選任された取締役

で構成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、その時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議

による委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を踏まえたうえで、本

プランの技術的な修正または変更を行う場合があります。なお、本プランは平成 30 年

５月 23 日現在施行されている法令の規定を前提としておりますので、同日以後、法令

の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が生じた場合には、当

該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的な考え方に反しない範囲で、適宜本プ

ランの文言を読み替えることとします。 

本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事

実その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示します。 

また、本定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する当社定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容につきましては、必要

な見直しを行ったうえで、本プランの継続、更新の可否または新たな内容のプランの

導入等に関して株主の皆様の意思を確認させていただく予定です。 

 

３．株主および投資家の皆様への影響 

 

（１）本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 

 

本プランの導入時点においては、対抗措置自体は発動されませんので、株主および

投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありま

せん。 

 

（２）本新株予約権の無償割当ての実施により株主および投資家の皆様に与える影響 

 

本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につ

き１個以上で当社取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、そ
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の行使を前提とする限り、株主の皆様が保有する当社株式全体の価値に関して希釈化

は生じません。 

もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わ

ない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社

株式の価値が希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定によ

り、下記（４）②に記載の手続により、本新株予約権の要項に従い本新株予約権の行

使が禁じられていない株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普

通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予

約権の要項に従い本新株予約権の行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約

権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社普通株式を受領すること

となり、その保有する株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株

式全体の価値の希釈化は生じません。 

なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社

が、本新株予約権の無償割当てを中止しまたは無償割当てされた本新株予約権を無償

で取得する場合には、１株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、１株

当たりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆

様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

（３）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して

株主および投資家の皆様に与える影響 

 

本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されて

いるため、当該行使または取得に際して、特定株式保有者およびその関係者の法的権

利または経済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、

特定株式保有者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社の株式

に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して

おりません。もっとも、本新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期

日以降、本新株予約権の行使または本新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆

様に当社普通株式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当社普通株式が記

録されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰

属する部分について、譲渡による投下資本の回収がその限りで制約を受ける可能性が

ある点にご留意ください。 

 

（４）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続等 

 

①本新株予約権の行使の手続 

 当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対

し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容および

数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を

除きます。）等の必要事項ならびに株主自身が本新株予約権の行使条件を充足するこ

と等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によ

るものとします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。本新

株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期間中にこれらの必要書類を提出したう

え、本新株予約権１個当たり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新

株予約権につき１株以下で当社取締役会が定める数（調整がされる場合には調整後の

株数）の当社普通株式が交付されることになります。 

 なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権の行使の結果

として交付される当社普通株式については、特別口座に記録することができませんの

で、株主の皆様が本新株予約権を行使する際には、証券口座等の振替口座を開設して

いただく必要がある点にご留意ください。 
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②当社による本新株予約権の取得の手続 

 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続

に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項ごとに、取締役会の決議を

行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施したうえで、本新株予約権を取

得します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付す

ることとした場合には、速やかにこれを交付いたします。 

なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が特定株式保有者またはその

関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社

所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。 

 上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取得の方法の

詳細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が当社取締役会において決定

された後、株主の皆様に開示または通知いたしますので、当該内容をご確認くださ

い。 

 

 

Ⅳ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由） 

 

 当社取締役会は、以下の理由により、本プランが、上記Ⅰの基本方針に沿うものであ

り、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的と

するものでもないと考えております。 

 

１．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

 

本プランは、経済産業省および法務省が平成 17 年５月 27 日に発表した「企業価

値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原

則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原

則」、「必要性・相当性確保の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京

証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。 

なお、本プランは、平成 20 年６月 30 日に公表された、経済産業省に設置された企

業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容

も勘案しております。 

 

２．企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導

入されていること 

 

本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた

際に、当該大量買付行為に関する提案に応じるべきか否かを株主の皆様にご判断いた

だき、また当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を

行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業

価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保または向上することを目的とし

て導入されるものです。 

 

３．株主意思を重視するものであること 

 

本プランは、導入に当たり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するた

め、本定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただくことを条件として導入

されます。上記Ⅲ２．（２）に記載のとおり、本定時株主総会において本プランを承

認する議案をお諮りし、かかる議案が承認されない場合、本プランは導入されませ

ん。さらに、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることと
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なり、その意味で、本プランの導入だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向

が反映されることとなっております。 

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動の判断を株主の

皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて

具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。加えて、上記Ⅲ ２.（３） ⑥ⅲ記載の

とおり、当社取締役会は、本プランに従った対抗措置の発動に関する決議に際して、

独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切

と判断するときは、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することとしており

ます。したがって、当該発動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が

反映されたものとなります。 

 

４．独立性の高い社外者の判断を重視していること 

 

当社は、上記Ⅲ２．（３）④に記載のとおり、本プランの導入に当たり、当社取締

役会の判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会から独立した機関とし

て、独立委員会を設置しています。 

このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行う

ことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを

防ぐとともに、同委員会の判断の概要については、適時かつ適切に株主の皆様に情報

開示を行うこととされており、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の

利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保されております。 

 

５．合理的な客観的要件を設定していること 

 

本プランは、上記Ⅲ２．（３）に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客

観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会によ

る恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

 

６．独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること 

 

本プランは、上記Ⅲ２．（３）③および⑤に記載のとおり、大量買付者が出現した

場合、取締役会および独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある第

三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士そ

の他の専門家を含みます。）の助言を得ることができることとされています。これに

より、取締役会および独立委員会による判断の公正性および合理性がより強く担保さ

れる仕組みが確保されています。 

 

７．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 

上記Ⅲ２．（５）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締

役で構成される取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役

会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド

型買収防衛策ではありません。 

また、当社は期差任期制度を採用していないため、本プランは、取締役会の構成員

の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する、い

わゆるスローハンド型買収防衛策でもありません。 
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（別紙１） 

 

 

当社株式の状況（平成 30 年３月 31 日現在） 

 

1. 発行可能株式総数 24,000,000 株 

2. 発行済株式総数 11,368,541 株（自己株式 432,534 株を含む。） 

3. 株主数 790 名 

4. 大株主（上位 10 名） 

 

 

株 主 名 

 

所有株式数 

（千株） 

発行済株式 
(自己株式を 
除く。)の 

総数に対する 
所有株式数の 

割合(％) 
株式会社ハードオフコーポレーション 1,611 14.7 

川 畑 泰 史 1,000 9.1 

清 水 一 郷 749 6.9 

田 中 玲 子 665 6.1 

田 中 和 雄 541 4.9 

株式会社ＳＢＩ証券 519 4.7 

渡 邉 未 来 439 4.0 

堀 内 裕 紀 431 3.9 

清 水 と も 子 407 3.7 

川 畑 遙 400 3.7 

 （注）上記のほか、当社は自己株式 432 千株を所有しております。 
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（別紙２） 

独立委員会委員の氏名および略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

七松 優（ななまつ まさる） 

 

略歴：昭和 32 年２月 23 日生 

   昭和 55 年４月 監査法人中央会計事務所入所 

   昭和 57 年７月 公認会計士税理士中島和明事務所 

   昭和 58 年８月 公認会計士登録 

   昭和 59 年１月 税理士登録 

   昭和 60 年９月 向山公認会計士事務所入所 

   平成２年６月 当社監査役に就任（現任） 

   平成４年７月 七松公認会計士税理士事務所所長に就任（現任）  

 

なお、七松優氏は社外監査役であり、当社と特別の関係はありません。  
  

 

浅尾 慶一郎（あさお けいいちろう） 

略歴：昭和 39 年２月 11 日生 

   昭和 62 年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 

   平成 10 年７月 参議院議員 

   平成 14 年６月 当社監査役に就任（現任） 

   平成 21 年８月 衆議院議員 

 

なお、浅尾慶一郎氏は社外監査役であり、当社と特別の関係はありません。 

 

 

福井 誠久（ふくい しげひさ） 

 

略歴：昭和 23 年９月 17 日生 

    昭和 46 年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 

    平成 10 年 10 月 興銀オフィスサービス株式会社代表取締役 

    平成 14 年４月 みずほゼネラルサービス株式会社専務取締役 

    平成 18 年６月 興銀リース株式会社常勤監査役 

    平成 22 年６月 第一リース株式会社常勤監査役（社外） 

    平成 24 年６月 IBJL 東芝リース株式会社常勤監査役(社外) 

    平成 26 年６月 協同油脂株式会社社外監査役（29 年６月退任） 

 

なお、福井誠久氏は、当社と特別の関係はありません。 
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（別紙３） 

 

独立委員会規則の概要 

 

第１条  当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下「本プラン」と

いう。）の導入・更新に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、取締役会の諮

問により、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動に関する勧告を行い、取締

役会の判断の公正性および中立性の確保に資することを目的とする。 

第２条  独立委員会の委員は、３名とし、以下の条件を満たした者の中から選任する。選任

された委員は、就任に当たり原則として当社に対する善管注意義務条項等を含む契約

を当社との間で締結する。 

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下併せて「当社

等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）または監査役（社外

監査役は除く。以下同じ。）等となったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役等の一定範囲の親族でない

者 

③ 当社等と現に取引のある金融機関において、過去３年間取締役または監査役等と

なったことがない者 

④ 当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先において、過去３年間取締役ま

たは監査役等でない者 

⑤ 当社等との取引先ではなく、当社等との間に特別の利害関係のない者 

⑥ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、

投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と

する研究者またはこれらに準ずる者） 

２ 委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を決議

する場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によるものとする。 

３ 委員の任期は、第１項第２文に定める契約に別段の定めがない限り、平成 30 年３

月期に関する定時株主総会の終結の時（ただし、本プランの期間中に選任された委員

については、選任の時）から、同定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

第３条  独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議・決議し、そ

の決議の内容を、その理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、独立委員会の

勧告を最大限尊重しなければならない。 

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 

② 買付提案の内容が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著

しく害するか否かの決定ならびに対抗措置の発動または不発動 

③ 対抗措置の中止 

④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項 
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⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 

⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

第４条  独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行

う。ただし、委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、当該

委員を除いた委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

第５条  独立委員会は、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証

券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含

む。）の助言を得ることができる。 

第６条  取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。 

第７条  取締役会は、独立委員会が審議を行うに当たって必要であると認める場合には、取

締役１名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与えるよう

独立委員会に求めることができる。 

第８条  独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠を説明しな

ければならない。 
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（別紙４） 

 

新株予約権の要項 

 

1．割当対象株主 

本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下「本新株予約権無償

割当て決議」という。）において定める一定の日（以下「割当期日」という。）における

最終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その保有

株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を割

り当てる。 

 

2．発行する新株予約権の総数 

割当期日の最終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有する当社普通株式の数を控

除する。）と同数以上で当社取締役会が定める数とする。 

 

3．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。 

 

4．新株予約権の目的である株式の種類および数 

① 新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

② 新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株以

下で当社取締役会が定める数とする。 

ただし、第５項により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的であ

る株式の総数は調整後対象株式数に応じて調整される。 

 

5．新株予約権の目的である株式の数の調整 

① 当社が、割当期日後、当社株式の分割もしくは併合または合併もしくは会社分割等を

行う場合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。 

② 対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨およびその事由、調整前

の対象株式数、調整後の対象株式数およびその適用の日その他必要な事項を各新株予

約権者に書面により通知または定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日

の前日までに上記の通知または公告を行うことができないときは、適用の日以降速や

かにこれを行う。 

 

6．新株予約権の払込金額 

無償とする。 

 

7．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価額（以下「行使価

額」という。）は、１円とする。 

 

8．新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において定める日を初日（以下「行使期間開始日」とい

う。）とし、本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。ただし、第 10 項

に基づき当社が新株予約権を取得する場合には、当社が当該取得を通知または公告した日

から当該取得日までの期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の最終日が

銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を最終日とする。 

 

9．新株予約権の行使の条件 
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① 本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するもの

とする。 

a. 「特定株式保有者」とは、当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはこ

れらに類似する行為の結果、 

Ⅰ 当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計 

Ⅱ 当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為を行

う者が所有しまたは所有することとなる当社の株券等およびその者の特別関

係者が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合の合計 

のいずれかが、20％以上となる者をいう。 

b. a.Ⅰにおいて「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券

等をいう。以下別段の定めがない限り同じ。a.Ⅱにおいて「株券等」とは、金融

商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。 

c. 「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同

条第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。 

d. 「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいう。 

e. 「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保

有割合をいう。 

f. 「所有」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所有をいう。 

g. 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を

いう。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等

の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。 

h. 「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所

有割合をいう。 

② 以下に定める者は新株予約権を行使することができない。 

特定株式保有者、その共同保有者（金融商品取引法第 27 条の 23 第５項に規定する

共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、も

しくはその特別関係者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に

支配されもしくはこれらの者が共同して支配し、これらの者と共同して行動する者

と当社取締役会が判断した者（ただし、その者が当社の株券等を取得または保有す

ることが当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害さな

いと当社取締役会が認めた者は、これに該当しないこととする。） 

③ 上記②の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使することができない場合であ

っても、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の一切の責任を負

わないものとする。 

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 

10．当社による新株予約権の取得 

① 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わ

る日を定めたときは当該日）の翌日以降行使期間開始日の前日までの間いつでも、新

株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が判断する場合には、当社取締

役会が定める日をもって、無償で新株予約権全部を取得することができる。 

② 当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定め

る日において、新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式と引換えに、第９項

に従い新株予約権を行使することができる者の新株予約権を取得することができる。 

 

11．新株予約権の行使または当社による取得により新たに当社株式を取得した場合の当該株主

の株主総会における議決権行使 

当社が定める基準日後に、新株予約権の行使または当社による新株予約権の取得によっ

て、新たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使でき

るものとする。 
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12．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

13．合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権の交付およびその条

件 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

14．新株予約権証券の不発行 

新株予約権証券は、発行しない。 

 

15．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金および資

本準備金の額は、本新株予約権無償割当て決議において定める額とする。 

 

16．新株予約権の行使請求および払込みの方法 

新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係る新株予約権の内

容および数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口

座を除く。）等の必要事項ならびに株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等

についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるもの

とする。）に必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、必要に応じて別に定める新

株予約権の行使に要する書類ならびに会社法、金融商品取引法およびその関連法規（日

本証券業協会および本邦金融商品取引所の定める規則等を含む。）上その時々において

要求されるその他の書類（以下「添付書類」という。）を第８項に定める期間中に払込

取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭を

払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。 

 

17．新株予約権行使の効力発生時期等 

新株予約権の行使の効力は、第16項の行使請求書および添付書類が払込取扱場所に到達

し、かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所に入金さ

れた時に生じるものとする。 

 

18．法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、本要項の条項に修正

を加える必要が生じた場合においては、当該制定、改正または廃止の趣旨および文言を

勘案のうえ、本要項の条項を合理的に読み替えるものとする。 

 

                                     以 上 
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株主総会による決議 

 

当社株券等の大量買付行為開始時のフローチャート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

当社取締役会による追加情報

提供の請求 

大量買付者による買付提案書の提出 

（手続が遵守された場合） （手続が遵守されない場合） 

 

当社の株券等に対する大量買付行為について、 

当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

記載内容が不十分 

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重） 

大量買付者による手続不遵守

を確認 

対抗措置発動せず 
 
 

対抗措置発動 
（新株予約権の無償割当て等） 

 

記載内容が十分 

諮問 

勧告 

対抗措置 

発動不承認 

対抗措置 

発動承認 

独立委員会の検討手続 

・外部専門家等からの助言の取得 

・取締役会に対して対抗措置の発

動の是非について勧告 

・当社取締役会による必要情報受領の確認 

・大量買付者に検討開始を通知 

当社取締役会の検討手続 

（当社の企業価値および会社の利益

ひいては株主共同の利益を著しく毀

損するか） 

・情報収集、代替案の検討 
・大量買付者との協議・交渉 

・外部専門家等からの助言の取得 

・株主の皆様の意思を直接確認す

ることが実務上適切か否かの検討 

企業価値および会社の

利益ひいては株主共同

の利益を著しく毀損する

場合でない 

企業価値および会社の

利益ひいては株主共同

の利益を著しく毀損す

る 

本プランに定める手続を遵守しない大

量買付行為であると認められる場合 

独立委員会が発動を勧告 

（注） 本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文をご参照く

ださい。 

  取締役会評価期間 

 60日以内または90日 

以内(30日延長可) 

株主の皆様の意思を直

接確認することが実務

上適切 


